
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

令和５年１１月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和４年９月９日 ０６時００分ごろ～１３時０５分ごろの

間）（死亡時刻：令和４年９月９日午前中（医師により検案された死

亡推定時刻）） 

発生場所 青森県平内町浜子海水浴場北方沖 

 陸奥小湊漁港東防波堤灯台から真方位１０９°１,３００ｍ付近 

 （概位 北緯４０°５６.３′ 東経１４０°５９.８′） 

事故の概要  漁船第五東龍
とうりゅう

丸は、出港後、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過  令和４年９月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五東龍丸、０.６トン 

 ＡＭ３－３８２３１（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.０３ｍ（Lr）×１.７３ｍ×０.５８ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、不明 

 乗組員等に関する情報 船長 ７６歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成６年７月６日 

  免許証交付日 平成３０年１１月６日 

         （令和６年７月５日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東～北、風力 １～３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、令和４年９月９日０６時００分ご

ろ、刺し網漁の目的で、青森県平内町小湊漁港浜子地区（以下「浜子

漁港」という。）を出港し、漁場に向かったのを浜子漁港で作業中の

地元漁業者によって目撃されていた。 

 僚船船長は、１３時００分ごろ、ふだん、出港後、約１時間で帰港

する本船が見当たらなかったので、自船に同業者１人を乗せ、浜子漁

港を出港して本船の様子を見に行ったところ、１３時０５分ごろ、同
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漁港の東方に所在する浜子海水浴場北方沖の消波ブロック付近で海面

に浮いている船長と本船を発見した。 

 僚船船長は、船長を引き揚げようと思ったが、人手が足りないと考

え、所属する漁業協同組合に本事故の発生を連絡して所属船による本

船のえい
．．

航を依頼し、浜子漁港に戻って消防団員１人を乗せて再度発

見場所に向かった。 

 僚船船長は、既に来援していた所属する漁業協同組合の所属船から

更に１人を乗船させ、船長を引き上げて浜子漁港へ搬送し、救急隊に

引き継いだ。 

 本船は、所属する漁業協同組合の所属船により、浜子漁港へえい
．．

航

された。 

 船長は、青森市内の医院に搬送された後、医師により死亡が確認さ

れ、死因は溺水で死亡推定時刻が午前中と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、船外機に刺し網のロープが絡み、クラッチが前進の状態で

機関が停止していたが、船体に損傷等はなかった。 

本船船内には、刺し網１組（２反約１００ｍ）があり、小魚が掛

かっていた。 

船長は、発見時、防水型ではない携帯電話を携行し、救命胴衣を着

用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

船長は、０６時００分ごろ、浜子漁港を出港した後、１３時０５分

ごろ、浜子海水浴場北方沖で、海面に浮いているのを発見されたこと

から、この間に落水して溺死したものと考えられる。 

船長は、本船の船外機に刺し網のロープが絡み、クラッチが前進の

状態で機関が停止していたことから、絡索した際の船体への衝撃等に

より、体勢を崩して落水した可能性があると考えられるが、本人が死

亡して目撃者もおらず、落水して溺死に至った状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

原因 本事故は、本船が前進の状態で刺し網を揚網中、船外機に刺し網の

ロープが絡み、その衝撃で船長が、落水して溺水したことにより発生

した可能性があると考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型漁船に１人で乗り組む船長は、防水パックに入れるなどの防

水対策を施した携帯電話を常に身に付け、落水した際の連絡手段
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を確保しておくとともに、作業時などに落水する場合があるの

で、事前に縄ばしご等を装備した上で作業を行うことが望まし

い。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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